
（報道発表資料） 

令和６年１１月１１日 

京 都 市 保 健 福 祉 局 

担当：医療衛生推進室医療衛生企画課  

電話：０７５－２２２－４２７１ 

担当：医療衛生推進室医療衛生センター  

電話：０７５－７４６－７２１０ 

 

飼い犬に関する一部手続の電子申請・届出の受付開始 

 

京都市では、令和４年１月に「京都市ＤＸ推進のための基本方針」を定め、行政手続の

オンライン化を目指しています。 

この度、狂犬病予防法に基づく申請・届出の一部について、新たにオンラインシステム

からの電子申請・届出の受付を開始します。 

 

 

１ 受付開始日時 

  令和６年１１月２５日（月）午前８時３０分 

 

２ 新たに電子申請・届出が可能となる手続 

⑴  狂犬病予防注射済票交付申請 

⑵ 犬の登録事項変更届出 

⑶ 犬の死亡届出 

※医療衛生センター及び各区役所・支所の医療衛生コーナーの窓口でも、従来どおり手

続できます。 

 

３ 対象者 

  京都市に狂犬病予防法に基づく犬の登録をしている方 

※マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関に犬の登録をしている方は、「⑵犬の

登録事項変更届出」及び「⑶死亡届出」の受付窓口が、京都市ではなく、環境大臣指定

登録機関となります。 

 

 

 

 

 

 



４ 申請・届出方法 

  スマートフォン等で次の URL 又は二次元コードからアクセスし、手続を選択の上、

オンライン申請・届出画面へお進みください。 

⑴   狂犬病予防注射済票交付申請 

URL ： https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/ 

0000332242.html 

 

⑵  犬の登録事項変更届出（公開開始日：令和６年１１月２５日（月）） 

URL ： https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-

procedure-alias/dog-notification-change 

 

⑶  犬の死亡届出（公開開始日：令和６年１１月２５日（月）） 

URL ： https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-

procedure-alias/dog-condolences 

 

５ 申請・届出の際に準備いただくもの 

⑴ 狂犬病予防注射済票交付申請 

  ・ 京都市での登録年度と鑑札番号又は環境大臣指定登録機関に登録しているマイク 

ロチップ番号が分かる書類 

  ・ 獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証」 

  ・ 決済用クレジットカード（※） 

   ※ 注射済票交付手数料（６５０円／件）及び郵送料が必要 

⑵ 犬の登録事項変更届出又は犬の死亡届出 

  ・ 京都市での登録年度と鑑札番号が分かる書類 

※ 手数料無料 

 

６ 申請・届出に関するお問合せ窓口 

  京都市保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 

担当（お住まいの行政区） 電話番号 

北東部方面担当（北区、上京区、左京区、東山区） ０７５－７４６－７２１１ 

中部方面担当 （中京区、下京区） ０７５－７４６－７２１２ 

南東部方面担当（山科区、南区、伏見区） ０７５－７４６－７２１３ 

西部方面担当 （右京区、西京区） ０７５－７４６－７２１４ 

 


